
銀行法等の一部を改正する法律案の概要

現状

フィンテック（金融×IT）の動きが世界的規模で加速

利用者保護を確保しつつ、金融機関とフィンテック企業との
オープン・イノベーション（連携・協働による革新）を進めていくための制度的枠組みを整備

背景・問題意識等

制度的枠組みの整備

委託
顧客

電子決済等代行業者
（フィンテック企業）

（パスワード等は提供しない） 支払・送金の指示

安全にシステムに接続

口座情報の取得等

顧客が金融機関にサービスの利用申請

API（Application Programming Interface）： 他のシステムの機能やデータを安全に利用するための接続方式

登録制の導入

情報の適切な管理

業務管理体制の整備 等

オープンAPIの体制整備に努めること

電子決済等代行業者との
• 連携・協働に係る方針の策定・公表
• 接続に係る基準の策定・公表

顧客に損失が生じた場合の両者間の責任分担ルールを策定・公表

契約締結

口座管理サービス

電子送金サービス

金融機関

金融機関

…
…

（情報提供の範囲を限定）

（顧客のパスワード等は用いず）

口座管理サービス

委託
顧客

電子決済等代行業者
（フィンテック企業）

電子送金サービス

顧客の
パスワード

パスワード等を提供

支払・送金の指示

システムに接続
金融機関

口座情報の取得等

顧客に成り代わってアクセス

法的位置付けが不安定

金融機関

情報セキュリティ等、
利用者保護上の懸念

連携・協働が進みにくい

…
…

（契約締結ないケースも）

（情報提供の範囲が
限定されない）

接続方式の開放（オープンAPI）


